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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年4月9日(2015.4.9)

【公開番号】特開2013-84881(P2013-84881A)
【公開日】平成25年5月9日(2013.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2013-022
【出願番号】特願2012-51012(P2012-51012)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/48     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/00     ４００　

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月17日(2015.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持部材と、
　前記支持部材上に配置された第１の半導体層、第２の半導体層、及び前記第１の半導体
層と前記第２の半導体層との間に介在する活性層を有する発光構造物と、
　前記第１の半導体層の第１の領域が露出し、前記第１の領域の第１の半導体層上に配置
される第１の電極と、
　前記第２の半導体層上に配置された第２の電極と、
　少なくとも前記第１の電極と前記発光構造物との間に配置された絶縁層と
を備え、
　前記第１の半導体層と前記第２の半導体層は互いに異なる導電性半導体層であって、
　前記活性層は、少なくとも一対の井戸層及び障壁層を有し、前記井戸層は前記障壁層よ
り小さいバンドギャップを有し、
　前記第１の電極は、上面の面積が前記第２の半導体層の面積に対比して４０％～９９％
の面積を有し、
　前記第１の電極及び前記第２の電極の上面は前記絶縁層の上面より高く配置され、
　前記絶縁層上にスペーサーを有する発光素子。
【請求項２】
　前記第１の電極は、
　前記第１の半導体層上に連結され、少なくとも前記第２の半導体層の高さにまで配置さ
れた下部電極と、
　前記下部電極の一端に連結され、前記発光構造物の内側に突出して前記第２の半導体層
と一部領域が垂直的に重畳し、前記第２の半導体層の上面と離隔する上部電極と
を有し、
　前記下部電極は、上側から眺めた面積が前記上部電極の面積に対比して１０％～５０％
である、請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　前記第１の電極は上面と下面の面積が互いに異なる、請求項１又は２に記載の発光素子
。
【請求項４】
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　前記第２の電極は、前記第２の半導体層の面積に対比して４０％～９９％の面積を有す
る、請求項１～３のうちのいずれかに記載の発光素子。
【請求項５】
　前記第１の領域の面積は、前記第２の半導体層の面積に対比して４１％～１００％であ
る、請求項１～３のうちのいずれかに記載の発光素子。
【請求項６】
　前記第１の電極又は前記第２の電極は、上側から眺めた形状が四角形、多角形又は円形
である、請求項１～３のうちのいずれかに記載の発光素子。
【請求項７】
　前記第１の電極と前記第２の電極の上面は同一線上に位置する、請求項１～３のうちの
いずれかに記載の発光素子。
【請求項８】
　前記下部電極は前記発光構造物の側面に隣接して配置されている、請求項２に記載の発
光素子。
【請求項９】
　前記絶縁層は、少なくとも前記下部電極と前記第２の半導体層及び前記活性層の側面と
の間から前記上部電極と前記第２の半導体層との間にまで配置されている、請求項２に記
載の発光素子。
【請求項１０】
　前記第２の半導体層と前記第２の電極との間に配置された透光性電極層を備える、請求
項１～９のうちのいずれかに記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記透光性電極層と前記第２の電極との間に反射層を備え、
　前記第２の電極は前記反射層の開口部を通して前記透光性電極層と連結されている、請
求項１０に記載の発光素子。
【請求項１２】
　前記反射層は、前記第２の半導体層の上面から前記第２の半導体層の側面及び前記活性
層の側面に沿って前記第１の半導体層の上面にまで配置されている、請求項１１に記載の
発光素子。
【請求項１３】
　前記反射層は、少なくとも第１の屈折率を有する第１の層と、前記第１の屈折率と異な
る第２の屈折率を有する第２の層とを備える、請求項１１に記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記反射層の第１の層及び第２の層は交互に繰り返して積層されている、請求項１３に
記載の発光素子。
【請求項１５】
　前記支持部材に形成されて下側に開放され、封止材で密封された少なくとも一つのキャ
ビティを有し、
　前記封止材は蛍光体を含む、請求項１～１４のうちのいずれかに記載の発光素子。
【請求項１６】
　前記キャビティは、複数配置され、互いに隣接した各キャビティ間の距離はキャビティ
の長さより小さい、請求項１５に記載の発光素子。
【請求項１７】
　前記キャビティは、上側から眺めた形状が四角形、多角形又は円形である、請求項１５
に記載の発光素子。
【請求項１８】
　前記キャビティは、前記第１の半導体層の下部面に隣接するほど長さが増加する、請求
項１５に記載の発光素子。
【請求項１９】
　前記キャビティの側面は階段状である、請求項１５に記載の発光素子。
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【請求項２０】
　前記キャビティの深さは、前記支持部材の厚さに対比して０.３倍～０.７倍である、請
求項１５に記載の発光素子。
【請求項２１】
　前記キャビティの長さは、前記支持部材の長さに対比して０.８倍～０.９５倍である、
請求項１５に記載の発光素子。
【請求項２２】
　前記キャビティの幅は、前記支持部材の幅に対比して０.８倍～０.９５倍である、請求
項１５に記載の発光素子。
【請求項２３】
　前記キャビティ又は前記支持部材の下面には凹凸パターンが形成されている、請求項１
５に記載の発光素子。
【請求項２４】
　前記支持部材はＡｌ２Ｏ３、ＳｉＣ又はＧａＮを含む、請求項１５に記載の発光素子。
【請求項２５】
　前記封止材は、発光素子から放出される光を拡散させる光拡散材をさらに含む、請求項
１５に記載の発光素子。
【請求項２６】
　前記光拡散材は、二酸化チタン（ＴｉＯ２）、酸化バリウム（ＢａＯ）、二酸化ケイ素
（ＳｉＯ２）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）及びＹ２Ｏ３のうちの少なくとも一つを含む
、請求項２５に記載の発光素子。
【請求項２７】
　前記蛍光体は赤色、青色、黄色蛍光体のうちの少なくともいずれか一つを含む、請求項
１５に記載の発光素子。
【請求項２８】
　前記封止材は、前記キャビティの底に積層された第１の封止材と、前記第１の封止材の
下部に積層された第２の封止材とを有し、
　前記第１の封止材は、発光素子から放出される光を拡散させる光拡散材を含む、請求項
１５に記載の発光素子。
【請求項２９】
　前記封止材は下部面の中心部が凹状又は凸状である、請求項１５に記載の発光素子。
【請求項３０】
　前記発光素子は、前記発光素子の厚さに対比して６倍～１２倍の長さを有する、請求項
１５に記載の発光素子。
【請求項３１】
　発光素子を含む発光素子パッケージにおいて、
　前記発光素子は、
　支持部材と、
　前記支持部材上に配置された第１の半導体層、第２の半導体層、及び前記第１の半導体
層と前記第２の半導体層との間に介在する活性層を有する発光構造物と、
　前記第１の半導体層の第１の領域が露出し、前記第１の領域の第１の半導体層上に配置
された第１の電極と、
　前記第２の半導体層上に配置された第２の電極と、
　少なくとも前記第１の電極と前記発光構造物との間に配置された絶縁層と
を備え、
　前記第１の半導体層と前記第２の半導体層は、互いに異なる導電性半導体層であって、
前記活性層は、少なくとも一対の井戸層及び障壁層を有し、前記井戸層は前記障壁層より
小さいバンドギャップを有し、
　前記第１の電極は、上面の面積が前記第２の半導体層の面積に対比して４０％～９９％
であり、
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　前記第１の電極及び前記第２の電極の上面は前記絶縁層の上面より高く配置され、
　前記絶縁層上にスペーサーを有する発光素子パッケージ。
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